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・気持ちの良いあいさつを生徒･

教職員･保護者･地域全体で 

・元気な返事の励行 

 

・コミュニティ･スクールの運営 

・さくら連絡網などでの情報発信 

・地域行事への積極的な参加 

・令和８年度９カ年のカリキュラ

ムの作成に基づいた実施 

・志木中学区の小学校との連携 

・合同研修会の実施 

・乗り入れ授業 

 

・週時程の工夫 

・部活動方針に基づいた実施 

・働き方改革基本方針に基づいた

勤務時間の改善 

・報告・連絡・相談・見届けの徹底 

・教育相談、特別支援教育の充実 

・全教職員で一人ひとりの生徒を見る 

・風通しの良い職場づくり 

教育基本法・学校教育法 

学習指導要領・他関係法規 

埼玉県教育行政重点施策 

志木市教育行政重点施策 

・気持ちの良いあいさつの励行 

・生徒と教師の信頼関係の重視 

・生徒の人権を大切にし、心に寄り添う 

豊かな人間性の涵養『心を磨く』 
 

・体育授業での運動量の確保 
 
・保健･安全･給食指導の充実 
 
・効率重視した運動部活動の実施 
 
・健康を意識する 
 

体力向上『健康で逞しい体に』 学力向上『力をつける』 
 

・生徒にとってわかる授業 

・進路選択ができる学力の保証とキャリア教育 

・ＩＣＴを活用した指導の展開


